
ねんりんピックとちぎ２０２６シルバー作品展開催要項 

 

１ 趣旨 

   高齢者の創作した日本画、洋画、彫刻、工芸、書及び写真の作品を展示し、作品

の創作を通じて高齢者の文化活動を促進し、生きがいづくりを進めるとともに、全国健

康福祉祭美術展への出品作品の選定を行う。 

 

２ 開催日時 

   令和８（２０２６）年６月３日（水）～６月７日（日） 午前１０時から午後４時まで 

 

３ 会場 

   とちぎ健康の森 宇都宮市駒生町３３３７－１ 

 

４ 審査員 

日本画家（日本美術院院友）                中村 豪志 

洋画家（二紀会委員）                     田中 定一 

陶壁作家（新制作協会会員）                藤原 郁三 

木漆工芸作家（国画会工芸部監査委員長）       松﨑 融 

日展会友・毎日書道展審査会員              嶋田 周 

写真家                              江連 康晴 

（福）とちぎ健康福祉協会理事長          

                                   （順不同） 

 

５ 審査方法 

 （１） 審査員は、日本画、洋画、彫刻、工芸、書及び写真のそれぞれの部門ごとに全

応募作品の中から、１０点以内を第１次審査する。 

（２） 第 1 次選考された作品について、審査員全員による最終選考を行い、各部門     

の金賞、銀賞及び銅賞を選定する。 

（３） 全出品者のうち、原則として最高齢者男女各１名を最高齢者賞とする。 

（４） 審査結果は、審査会終了後、本人に通知する。 

 

６ 出品規定 

 （１） 出品者資格 

６０歳以上（昭和４２（１９６７）年４月１日以前に生まれた人）の県内在住のアマチ

ュアとする。 

 （２） 出品点数及び出品作品 

① ひとりにつき１点とする。 

② 出品作品は、出品者により創作されたもので、未発表のものとする。 

③ グループで創作した作品の出品も認める。ただし、全国健康福祉祭美術展へ

の出品対象は、個人で創作した作品とする。 

④ 出品規格に合わない作品も認める。ただし、全国健康福祉祭美術展への出品

対象としない。※作品出品後の規格内へのサイズ変更は認めない。 

 

 



７ 出品規格（「ねんりんピック彩の国さいたま２０２６美術展出品規程」に準

拠する） 

 （１） 日本画の部 

① 水墨画を含む。 

② １０号（53.0 ㎝×33.3 ㎝）以上、５０号（116.7 ㎝×116.7 ㎝）以内とする。 

③ 額装をする。ガラス、屏風、軸装は不可とする。なお、３０号（91.0 ㎝×91.0 ㎝）

以上の作品については、額縁の幅（マットを含む。）は６㎝以内とする。 

 （２） 洋画の部 

   ① 油絵、アクリル画、水彩、素描、版画、パステル画などとする。 

   ② １０号以上、５０号以内とする（版画については、１０号未満も可とする）。 

   ③ 額装をする。ガラスは不可とする。なお、３０号以上の作品については、額縁の

幅（マットを含む。）は６㎝以内とする。 

 （３） 彫刻の部 

   ① 高さ２００㎝×幅１００㎝×奥行１００㎝以内とする。 

   ② 重量は２００㎏以内とする。 

 （４） 工芸の部 

   ① 工芸作品（陶芸、染織、漆芸、金工、木竹、人形、その他）とする。 

   ② 立体作品は高さ６０㎝以内とし、平面（壁面を含む。）作品は５０号以内とする。 

     なお、額装した作品で３０号以上の作品については、額縁の幅（マットを含む。）

は６㎝以内とする。 

   ③ 屏風は二曲とし、平面時のサイズは高さ１４９㎝×横１４０㎝以内とする。 

   ④ 着物は、高さ１７０㎝×幅１７０㎝以内とし、展示具（和装であれば衣桁）とともに

出品すること。 

 （５） 書の部 

   ① 漢字、かな、調和体、篆刻・刻字及び前衛を問わない。 

   ② 額・枠・軸装いずれも可。表装仕上がり寸法は、１．５㎡以内とし、縦形式は一

辺が２４２㎝、横形式は一辺が１８２㎝以内とする。なお、ガラスは不可とし、重量

は１０㎏以内とする。 

   ③ 篆刻作品は印影のみの作品とし、縦３９㎝×横３０㎝以内の額装とする。刻字

作品の大きさもこれに準ずる。 

   ④ 釈文を、作品の裏面に貼付すること。 

 （６） 写真の部 

   ① カラー、モノクロを問わない。 

   ② 長辺が５０㎝以上、９０㎝以内の単写真とする（額装は含まない）。 

   ③ 木製パネル仕立て又は額装とする。額装の場合は、ガラスは不可とする。 

   ④ 画像加工処理は不可とする。 

   

８ テーマ  

自由 

 

９ 表彰 

金賞及び最高齢者賞受賞者については、表彰式を行い、賞状を授与する。 

 

10 その他 

金賞受賞作品（全国健康福祉祭美術展出品作品）については、栃木県庁舎内

で開催される巡回展に展示する。 


